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Ⅰ．地方公共団体における内部統制
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1929年 9月
1933年 9月
1934年 9月

1970年代月

1977年 9月

2001年 9月

2002年 9月

2002年 9月

現在年 9月

世界恐慌
証券法制定
証券取引所法制定 上場企業に財務諸表監査の義務

ウォーターゲート事件
ロッキード事件
企業による海外を含めた大規模な政治汚職事件。

政治献金等の会計不正を多くの企業が行っていた。

海外不正支払防止法（FCPA）
初めて企業に対して法的に内部統制システムの構

築義務を要請。

エンロン社の破綻
エネルギー・ITビジネスのエンロン社が、特定目

的会社を使った簿外取引により決算を水増し。

ワールドコム社の破綻
ITバブル崩壊による影響を粉飾決算にて財務状況

を隠蔽していたことが発覚。当時最大の経営破綻。

サーベンス・オクスリー法（SOX法）の制定
404条において、会計監査を実施する監査法人が、

その企業の内部統制の監査をすることを要求。

海外不正支払防止法（FCPA）法執行件数の増加
SOX法のように外部監査人による内部統制監査に期

待するだけでなく、企業内部で早期に問題を発見し、
是正する内部統制の整備を企業自身に課す規制アプ
ローチを活用。

平成12年9月
（2000年） 9月

平成14年4月
(2002年)9月

5月

平成17年7月
(2005年)

平成18年6月
(2006年)

平成21年7月
(2009年)

平成23年3月
(2011年)

平成26年6月
(2014年)

大和銀行株主代表訴訟事件・第一審判決（大阪地裁）
リスク管理体制（いわゆる内部統制システム）の

構築に関する取締役等の責任について判示

神戸製鋼所株主代表訴訟事件・和解（神戸地裁）
和解成立時の裁判所所見にて、取締役に内部統制

システムを構築すべき法律上の義務があると言及

改正商法等公布（平成15年4月1日施行）
委員会等設置会社における法令への適合や業務の

適正を確保する体制の整備の決定を義務付け

会社法公布（平成18年5月1日施行）
大会社における法令への適合や業務の適正を確保

する体制の整備の決定を義務付け

改正金融商品取引法公布（平成19年9月30日施行）
内部統制報告制度の導入（平成20年4月1日以降に

開始する事業年度から適用）

日本システム技術事件・最高裁判決
代表取締役にリスク管理体制構築義務違反の過失

がないとされた事例

財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準等の
公表（企業会計審議会）
内部統制報告制度導入後の簡素化要望を受けた見

直し等の改訂

改正会社法公布（平成27年5月1日施行）
事業報告書に内部統制の運用状況の概要を記載。

内部統制等に至る経緯（日・米）

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料等を基に作成

日 本 アメリカ

2



会社法及び金融商品取引法における内部統制の概要①

会社法による内部統制（取締役会設置会社） 金融商品取引法による内部統制

目的 業務の適正を確保
【法362④Ⅵ】

財務計算に関する書類その他の情報の適正性確保
【法24条の4の4①】

対象企業 大会社
（約12,000社

＊
）

【法362⑤】

有価証券報告書を提出する会社
（上場企業約3,600社

＊
）

【法24①、24の4の4①】

義務付け内容 業務の適正を確保するための体制の整備の決定
【法362④Ⅵ】

内部統制報告書の作成
【法24条の4の4①】

①取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関
する体制

②損失の危険の管理に関する規程その他の体制
③取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保
するための体制

④使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制

⑤当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る
企業集団における業務の適正を確保するための体制

監査役設置会社の場合には、以下⑥～⑫の体制も含むものとされ
ている。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における
当該使用人に関する事項

⑦監査役の使用人の取締役からの独立性に関する事項
⑧監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
⑨取締役、会計参与、使用人等が監査役に報告をするための体制その他
の監査役への報告に関する体制

⑩⑨の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制

⑪監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その
他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に
関する事項

⑫その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

【会社則100】

①財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関す
る事項

②評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項
③評価結果に関する事項
④付記事項
⑤特記事項
【内閣府令4①、第一号様式】
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会社法による内部統制（取締役会設置会社） 金融商品取引法による内部統制

実施主体 取締役会
【法362④Ⅵ】

会社
【法24条の4の4①】

報告等 内部統制体制の整備についての決定又は決議があっ
たときは、当該概要及び当該体制の運用状況の概要
を事業報告の内容とし、株主総会に提出
【法435②、438、則118Ⅱ】

毎事業年度、内部統制報告書を有価証券報告書と
併せ内閣総理大臣に提出
【法24条の4の4①】

監査 監査役等による事業報告の監査
【法436、則129①】

公認会計士又は監査法人の代表者による内部統制
監査【法193条の2②】

内部統制の
具体的内容

特に規定なし 内部統制の評価及び監査の基準・実施基準により
具体的内容が示されている。

※ 「法」･･･会社法（平成17年法律第86号）
「則」･･･会社法施行規則（平成18年法務省令第12号）

※ 「法」･･･金融商品取引法（昭和23年法律第25号）
「内閣府令」･･･財務計算に関する書類その他の情報の

適正性を確保するための体制に関する
内閣府令（平成19年内閣府令第62号）

＊ 「対象企業」の数は、平成２４年３月２９日 企業会計審議会総会資料による。

会社法及び金融商品取引法における内部統制の概要②
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平成18年5月
平成19年9月

平成20年11月

平成21年 3月

6月

平成21年１1月

平成22年12月

平成23年 1月

平成24年 4月

平成25年 3月

平成26年 2月

平成28年 3月

会社法施行
改正金融商品取引法施行

「平成19年決算検査報告」（会計検査院）公表
・検査対象となった地方公共団体において「預け」等の不適正な会計処理が行われた事態が判明

「地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告書」（総務省）の公表
・地方公共団体における内部統制の整備・運用のイメージ（例）を提示、自主的な取組を期待

第２９次地方制度調査会「今後の基礎自治体及び監査・議会制度のあり方に関する答申」
・監査委員の監査の結果の決定方法や、外部監査制度の導入方法の見直し等を提言

損害賠償請求権等の放棄に関する大阪高裁判決（平成21年11月27日：神戸市）
・放棄を無効と判断。市長に55億円余りの損害賠償請求をすることが市に対して命じられた

「会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書」（会計検査院）公表
・都道府県及び政令指定都市における国庫補助事業に係る事務費等の不適正経理処理等の実態、再発防止策取りまとめ

「地方自治法抜本改正についての考え方（平成22年）」（地方行財政検討会議）の公表
・現行の監査委員制度・外部監査制度について、廃止を含めゼロベースでの見直し等を提言

損害賠償請求権等の放棄に関する最高裁判決（平成24年4月20日及び同23日）
・放棄の適否の判断は議会の裁量権に委ねられているが、逸脱・濫用のときは放棄が無効となる等と判断

「地方公共団体の監査制度に関する研究会報告書」「住民訴訟に関する検討会報告書」（総務省）の公表

「地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書」（総務省）の公表
・首長への内部統制体制の整備・運用の責任の明確化や内部統制の取組みの段階的な発展について具体的設計案を提示

第３１次地方制度調査会「人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申」
・全ての長に内部統制体制を整備及び運用する権限と責任があることを明確化。ただし団体規模に配慮。

内部統制等による行政執行の適正確保を巡る議論の沿革（地方公共団体）

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料を更新

前文

本格的な地方分権時代を迎え、地方公共団体は自らの責任と判断でその任務を遂行し、住民の負託に応えていかな

ければならない。しかしながら、近年、一部の地方公共団体で不適正な財務処理等が指摘されるなど、地方公共団体に

おけるチェック機能のあり方が問われている。（略）
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平成２０年次に会計実地検査を行った１２道府県については、２２年次に改めて会計実地検査を行った。再発防止
策として次のようなものを実施しており、いずれも不適正な経理処理が見られなかった。
◆内部監査や監査委員監査の強化等、監査機能の強化（８道府県／１２道府県）
◆職員への研修実施、公務員倫理の徹底、会計事務処理の適正化に係る関係部署への文書発出を実施する等、職員の

意識改革（１２道府県すべて）
◆契約事務と検収事務を別の部署に行わせたり、集中調達機関を新たに設置するなどし、相互けん制が機能しやすい

物品調達体制への見直し（１２道府県すべて）

会計検査院報告書（平成２２年１２月）の概要

平成２０～２２年次にかけ、会計検査院が全都道府県・指定都市（６５団体・当時）の国庫補助事業に係
る事務費等の経理について検査し、平成２２年１２月に「都道府県及び政令指定都市における国庫補助事
業に係る事務費等の不適正な経理処理等の事態、発生の背景及び再発防止策についての報告書」を報告。

事例①：不適正な会計処理（公務に必要と認められる物品等の購入）

不適正な会計処理（「預け」「一括払」「差替」等）を行った上で、公務に必要と認められる物品等を
購入した事例（支出命令の内容と実際の納入物品が異なる。）
※このうち、不適正な会計処理を行ったうえで、予算では想定されておらず公費で購入するにはふさわしくない物品

等を購入したり、私的な流用を行ったりした事例もあった。

事例②：国庫補助金の目的外支出
国庫補助金の事務費の対象外支出として不適当とされた事例

発生原因

◆事務手続の省力化等になるのであれば多少の手続のかしは許されるとするなど、公金取扱いの重要性に対する認識
が欠如していたこと

◆交付を受けた補助金等は返還が生じないようにすべてを使い切らなければならないという意識が会計法令を遵守し
なければならないという意識より優先していたこと

◆契約事務と検収事務を同一の担当者が行っていたために、検収事務が形がい化して、契約した物品が納入されてい
ないのに納入されたとして経理処理することが安易にできたなど会計事務手続に問題があり、内部統制が機能して
いなかったこと

再発防止策の状況

・・
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内部統制の概要

出典：『地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会報告書（H21.3）』資料
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「平成21年 地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」報告書 概要①
内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団体を目指して～

○ 地方公共団体を取り巻く環境の変化と課題
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「平成21年 地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」報告書 概要②
内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団体を目指して～

○ 地方公共団体が内部統制の整備・運用を行うことによる効果
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「平成21年 地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」報告書 概要③
内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団体を目指して～

○ 地方公共団体が内部統制を整備・運用する場合のイメージ
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「平成21年 地方公共団体における内部統制のあり方に関する研究会」報告書 概要④
内部統制による地方公共団体の組織マネジメント改革～信頼される地方公共団体を目指して～

○ 地方公共団体が内部統制を整備・運用する場合の留意点
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Ⅰ 地方公共団体における内部統制制度導入の必要性

【地方公共団体における内部統制】
首長が、地方公共団体の事務の処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、自らコントロールする取組み

１ 人口減少社会の進行に伴い高まる地方公共団体の役割

２ 拡大する傾向にある地方公共団体における事務処理リスク

３ 企業における内部統制の取組みの進展

４ 取組みが十分でない地方公共団体における内部統制の現状

平成26年 地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会 報告書 概要
「地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書」

Ⅱ 地方公共団体における内部統制制度の具体的な設計案

首長に、内部統制体制の整備及び運用の責任があることを明確化すべき

内部統制の取組みの段階的な発展

→ 財務事務執行リスクについて最低限評価するリスクとすべき。

→ 大規模地方公共団体（少なくとも都道府県や指定都市）は内部統制基本方針の作成等

を行うべき。

→ 内部統制基本方針等を公表して、常に外部の目にさらすべき。

コンセプト１

コンセプト２

Ⅲ 地方公共団体における内部統制制度の導入により期待される効果

１ 首長のマネジメントの強化

２ 監査委員の役割の強化

３ 議会及び住民による監視のための判断材料の提供

４ 住民が行う選択の基盤
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Ⅰ 地方公共団体における内部統制制度導入の必要性

人口減少社会において地方公共団体は、その事務の処理の適正さが求められる一方、不適正な事
務処理のリスクが拡大する傾向にある以上、何も対策を打たない状況が続くことについては強い危
機感を持つべきである。

地方公共団体における内部統制の取組みを推進するため、

地方公共団体における内部統制制度の充実が必要

【地方公共団体における内部統制】

首長が、地方公共団体の事務の処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、自らコントロールする取組み

会社法等による内部統制制度導入以降、その取組みが一定の定着や進化が見られる企業と比較す
ると、地方公共団体における内部統制の取組みは十分とは言えない状況である。

１ 人口減少社会の進行に伴い高まる
地方公共団体の役割

２ 拡大する傾向にある
地方公共団体における事務処理リスク

３ 企業における内部統制の取組みの進展
４ 取組みが十分でない

地方公共団体における内部統制の現状

「平成26年 地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会」報告書①
地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書
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Ⅱ 地方公共団体における内部統制制度の具体的な設計案

コンセプト１

コンセプト２

首長に、内部統制体制の整備及び運用の責任があることを明確化すべき

内部統制の取組みの段階的な発展
→ 財務事務執行リスクについて最低限評価するリスクとすべき。
→ 大規模地方公共団体（少なくとも都道府県や指定都市）は内部統制基本方針の作成等を行うべき。
→ 内部統制基本方針等を公表して、常に外部の目にさらすべき。

※内部統制基本方針

：地方公共団体における内部

統制体制の整備及び運用に関
する基本的な方針

※財務事務執行リスク

：次の３つのリスクを指す

・財務に関する事務の執行に
おける法令等違反のリスク

・決算の信頼性を阻害するリ
スク

・財産の保全を阻害するリス
ク

※内部統制状況評価報告書

：財務事務執行リスク等につ

いて整備及び運用した内部統
制体制を評価し、その内容を
記載したもの

「平成26年 地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会」報告書②
地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書
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Ⅲ 地方公共団体における内部統制制度の導入により期待される効果

○首長は、内部統制体制を有効かつ適確に機能させれば、その地方

公共団体が直面するより重大な政策課題に対し自らの資源をより多く
投資することが可能

○議会や住民訴訟等対外的に説明が求められる中で、首長として社会
通念上求められる管理体制を確保していることを説明することも可能

○職員にとっても、暗黙のうちに行われる可能性のあった不適正な事
務処理から解放されることにつながり、安心して職務を遂行できる

○逆に、内部統制体制が不十分である場合や形骸化している場合には、
首長は、選挙や住民訴訟等において、その妥当性を問われやすくなる

○内部統制体制が有効に機能すれば、不適正な事務の処理は減り、
住民に対する行政サービスの質が高まる

○そのためには、首長の経営努力ももちろん必要であるが、最終的に

内部統制体制を真に機能させるためには、議会による監視及び選挙
等を通じた住民による監視が不可欠

○監査委員の意見を付して議会に報告するとともに、公表する内部統

制基本方針や内部統制状況評価報告書が、議会及び住民による監視
のために必要な判断材料となることを期待

○内部統制体制を整備及び運用することにより、監査委員が必ず行う

こととされている財務監査において、これまで監査対象としていた部分
の一部を省力化し、特定の部分に重点化することが可能

○また、計算突合や確認等の定型的な業務は内部統制に委ね、より効

果的に質問を投げかけることに専念する等、より質の高い監査を実施
することが可能となる等、監査の実効性を高めることが可能

○加えて、監査において一部の部局に指摘された事項を、全庁レベル

で対応すべきリスクとして内部統制体制に組み込むことで、組織全体
での対応が容易になり、監査の効果がより高まる

○人口減少社会の到来により、地方公共団体は、「選択と集中」を迫ら

れる状況にある。この重要な政策決定をする局面において、政策決定
の前提である事務執行の適正さばかりが争点化するようでは心許な
い。住民がどのような首長や議会を選択したとしても、地方公共団体

においては、最低限、適正な事務を執行する体制が整備及び運用さ
れていることが必要

○このことにより住民の信頼が確保され、事務執行の適正さではなく、

決定すべき重要な政策の是非等の判断に集中することができる。その
ような意味で内部統制制度が、住民が行う選択の基盤となることを期
待

１ 首長のマネジメントの強化 ２ 監査委員の役割の強化

３ 議会及び住民による監視のための
判断材料の提供

４ 住民が行う選択の基盤

「平成26年 地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会」報告書③
地方公共団体における内部統制制度の導入に関する報告書
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地方公共団体における内部統制基本方針（イメージ）

今般、地方自治法第●条の規定に基づき、○○市における事務の執行の適正を確保するための体制（いわゆる内部
統制体制）の整備及び運用に関する基本方針を次のとおり決定しましたので、これを住民の皆様に公表します。
この基本方針に基づき、内部統制体制を整備し、運用してまいります。

Ⅰ 財務事務執行リスクに対応するための体制

(1) 副市長及び各区長を内部統制推進責任者に任命します。それぞれの管理対象は、副市長の場合は各局とし、各区
長の場合は各区役所とします。

内部統制推進責任者は、財務事務執行リスクに対応する内部統制体制の整備及び運用を担当します。

具体的には、内部統制推進責任者は、年度末に、財務事務執行リスクについて全庁的なリスクを分析し、年度
当初に重点対策リスク及びその対応策を決定します。

(2) 各局の部長及び各区の部長を内部統制連絡員に任命します。内部統制連絡員は、内部統制推進責任者に対して各
部が直面するリスクを評価し、対応すべきリスクを報告します。

(3) 各局及び各区役所における財務事務執行リスクに対する対応状況を確認するため、○○を独立的評価（モニタリ
ング）の責任者とし、同責任者は評価結果を速やかに市長に伝達します。

（以下略）

Ⅱ ○○市が選択するリスクに対応するための体制

○ 個人情報の保存に関する体制 （略）

Ⅲ ○○市独自のリスクに対応するための体制

○ レピュテーションリスクに対応するための体制 （略）

平成○年○月○日
○○市長 □□ □□ 印

16出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料



○ 統制環境
１ 内部統制の目的を達成するにあたり、適切な権限及び責任体制を構築する。
● 財務事務執行についての職員の重要な権限・責任の明確化
● 財務事務執行についての職員に対する役職に応じた権限の委譲

・
・

２ 内部統制の目的を達成するにあたり、内部統制に対する責任を各職員に持たせる。
● 組織内の説明責任、権限及び責任の強化
● 責任が過度でないかどうかの評価・調整

・
・

○ リスクの評価と対応
３ 全庁レベルでの財務事務執行リスクを識別・分析し、当該リスクの管理方法を決定する。
● 内部部局、支所及び出張所並びに区の事務所及びその出張所ごとの識別、評価
● 内部要因と外部要因の分析
● 識別したリスクの影響度の見積もり

・
・

４ リスクの評価において、不正の可能性について検討する。
● 財務事務執行において不正が起きる様々な場合の検討
● 財務事務執行における不正の動機とプレッシャーの検討
● 財務事務執行における不正の機会の評価

・
・

○ 統制活動 （略）

○ 情報と伝達 （略）

○ モニタリング （略）

○ ＩＴへの対応 （略）

地方公共団体における内部統制体制の評価項目（イメージ）

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料 17



地方公共団体における内部統制状況評価報告書（イメージ）
地方自治法第▲条の規定に基づき、○○市における内部統制体制の整備状況及び運用状況について評価し、下記のとおり、報告書を作成するとともに、こ

れを平成●年８月に、監査委員への監査に付しました。その後、平成●年９月に、当該監査委員の意見を付けた報告書を議会に報告しましたので、住民の皆

様に公表します。

内部統制状況評価報告書

Ⅰ 財務事務執行リスクに対応するための体制について

（１） 評価の基準日及び評価手続
財務事務執行リスクに対応する内部統制体制の整備及び運用状況について、平成●年３月31日を基準日として「○○市の全庁的な内部統制に関する

評価項目」に基づき評価した結果は、次のとおりです。
（２） 評価結果
以下の事例を除き、重要な不備はなく、有効であると認められました。

① A区役所◆◆部○○課においては、契約における発注担当者と契約担当者が分離されておらず、内部統制体制の不備が認められました。
② B局◇◇部においては、課長相当職の決裁権限（1千万円以下）を超える契約について、課長の決裁が行われた事例が１件あり、内部統制体制の不備が
認められました。
（３） 評価後の改善状況

本報告書提出日現在の改善状況は、以下のとおりです。
① A区役所◆◆部○○課においては、平成●年4月に、個別の契約における発注担当者と検収担当者を分離する体制を整備し、不備の是正を図りました。
② 内部統制推進責任者が、B局◇◇部における平成○年度の契約を全て調査しております。その上で、必要な是正を図ってまいります。

Ⅱ ○○市が選択するリスクに対応するための体制について （略）

Ⅲ ○○市独自のリスクに対応するための体制について （略）
平成●年６月○日

○○市長 □□ □□ 印

平成●年８月○日
○○市長 □□ □□ 様

○○市監査委員 ×× ×× 印
同 ■■ ■■ 印

内部統制状況評価報告書に係る監査意見

地方自治法第▲条の規定により監査に付された内部統制状況評価報告書について監査したので、次のとおり意見書を提出する。

１ 監査の結果
報告書に記載されている事項については、おおむね適正であると認められた。

２ 監査の意見 （以下略）

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料 18



＜はじめに＞
○ 市民との信頼関係を構築し、効果的・効率的で、かつ質の高い公共サービスを提供し続けていくためには、様々な「リスク」
を管理する体制を整備・運用し、総合的にリスク管理を行っていくことが必要不可欠である。

○ 基本方針に基づき、リスク管理体制を整備・運用し、全職員及び全部局が組織的かつ自律的にリスク管理に取り組むこと
で、市民に「信頼される市役所の実現」を目指していく。

＜リスク管理の基本方策＞

＜リスク管理の推進体制＞

内部統制の具体例（姫路市の事例）

リスク管理基本方針

＜姫路市の活用事案＞
例：DV支援措置申出者への住民票交付
＊ リスク管理推進部署が「姫路市リスク管理基本方針」の下、全庁的な「リスク管理手順書」を作成。全部局にリスク点検シートを作成指示。
① 市民局においてリスク点検シートを作成。その中で、DV被害者の住民票を誤って加害者に交付するリスクを特定（リスクの「見える化」）。

リスク回避策を検討・整備。
② 各課・各局単位で内部モニタリングを実施。リスク回避の徹底のため、DV被害者の住民票交付を住民窓口センターで手続きを一本化することや、

検索システムの改良（アラーム表示）などを実施。
③ 事務要領・総合マニュアルに反映し、職員への周知徹底とともに、日常的に業務をチェックし、 再びリスク点検シートに記載。

＊リスク管理手順
の構築・周知

・全庁的リスク管
理体制の強化

・リスク管理手順
書の作成

①業務における
リスク見える化

・手順書をもとに
各部局でリスク
の洗い出し分
析・評価実施

②対応策の整備

・ﾏﾆｭｱﾙ等の整備
・事案発生時の対
応策

・内部ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ等

③予防・抑制活動
と改善の実施

・各業務における
日常的ﾁｪｯｸ

・情報の共有化
・PDCAｻｲｸﾙで継続
して検証等

PDCAサイクル

図表：『姫路市リスク管理基本方針』
（平成２３年３月）参照

市長 基本方針の実施に関する最終責任者

各局・部 基本方針の具体化（ﾘｽｸ点検、ﾏﾆｭｱﾙ作成）、日常的なモニタリング

リスク管理推進部署 リスク管理推進の手順書策定、全庁的なリスク管理に係るコーディネート

19



内部統制制度について

■ 平成29年の地方自治法改正により、内部統制に関して以下の内容を制度化

① 都道府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針の策定及び必要な体制の整備を実施し、当該
体制を評価した報告書を作成（その他の市町村長については努力義務）

② 監査委員は当該報告書を審査

〇改正後の地方自治法 抄
第百五十条 都道府県知事及び第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市（以下この条において「指定都市」という。）の市長は、
その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこ
れに基づき必要な体制を整備しなければならない。
一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都

道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
② 市町村長（指定都市の市長を除く。第二号及び第四項において同じ。）は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が
法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならな
い。
一 前項第一号に掲げる事務
二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市

町村長が認めるもの
③ 都道府県知事又は市町村長は、第一項若しくは前項の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければなら
ない。

④ 都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長（以下この条において「都道府県知事等」という。）は、毎会計年
度少なくとも一回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書
を作成しなければならない。

⑤ 都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。
⑥ 都道府県知事等は、前項の規定により監査委員の審査に付した報告書を監査委員の意見を付けて議会に提出しなければならない。
⑦ 前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
⑧ 都道府県知事等は、第六項の規定により議会に提出した報告書を公表しなければならない。
⑨ （略）

【参考】第193回国会衆議院総務委員会（平成29年５月16日）において次のとおり答弁
「今後、先行的モデル事例の紹介などによりまして支援していく、あるいは、必要に応じて、国においてガイドラインの策定などについて

も検討してまいりたい」

■ 各地方公共団体の長は、総務大臣が定める内部統制ガイドラインを踏まえ、内部統制に関する方針の策定及
び必要な体制の整備を実施することとなる。 20



地方公共団体に求められる内部統制体制の骨格 ＜参考＞民間における取組み（新日鉄住金）

① 長が内部統制に関する方針を策定

・ 長は通常想定されるような不適正な事案を防止するため、職員に対して 指揮・監督する責任

を負っている。

・ 全職員に対する指揮・監督を明確にするため「内部統制に関する方針」を策定。

・ 「内部統制に関する方針」には、

○ 個々の部署の取組みに関する基本方策（PDCA） と、

○ 全庁的な取組みを推進するための体制 を記載する。

・ 「内部統制システムの基本方針」を取締役会で決
議し、「内部統制基本規定」を制定して内部統制・リ
スク管理に関する体制を整える。

② 個々の部署の取組みに関する基本方策（PDCA）

・ 個々の部署が、継続的に実施すべき事項を定める。

具体的には、①各部局でのリスク洗い出し ⇒ ②ﾏﾆｭｱﾙ等の対応策の整備 ⇒ ③日常の

業務を通じたﾁｪｯｸ ⇒ ①´リスクの再評価

・ 業務の見える化、標準化に基づく自主点検など自律的な取組みを推進。

・ 大小ある個々の部署に併せて実態にあった柔軟な取組みを採用。

・ 社内各部門に「リスクマネジメント担当者」、各グ
ループ会社に「リスクマネジメント責任者」を置き、
各部門・各グループ会社の自主的な活動を促し、
定期的な会議等を通じて内部統制・リスク管理に関
する情報を共有化。

・ 部署の規模に併せた取組みを柔軟に採用。

③ 全庁的な取組みを推進するための体制

・ 内部統制担当部署の設置、内部統制担当を指名（副知事・副市町村長等）。

・ 全部署で上記PDCAの取組みを徹底するための支援や監督を行う。

（例： リスクを評価するための手順書の策定、リスク評価の実施確認）

・ 全部署に共通するリスク情報を共有する。

・ 副社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」
にて年度計画の進捗状況、内部統制・リスクに関
する事項等を定期報告。

・ 内部統制・リスク管理に関する点検、監督の仕組
みを整え、グループ全体にわたって内部統制の状
況を定期的に確認。

地方公共団体における内部統制制度

・内部統制に関する方針
の策定・公表

・内部統制体制の整備

内部統制体制の運用
・内部統制体制の評価
・監査委員の審査

・報告書の議会への提出

※ 内部統制体制：地方公共団体における事務が適切に実施され、住民
の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、事務
を執行する主体である長自らが、行政サービスの提供等の事務上のリ
スクを評価及びコントロールし、事務の適正な執行を確保する体制

地方公共団体における内部統制制度

○ 都道府県知事及び指定都市の市長は、内部統制に関する方針を定め、これに基づき必要な体制を整備（その他の市町村長は
努力義務）

○ 方針を策定した長は、毎会計年度、内部統制評価報告書を作成し、議会に提出

H32.4.1施行

出所： 新日鉄住金アニュアルレポート 2015

【地方公共団体における内部統制】 首長が、地方公共団体の事務の処理の適正さを確保する上でのリスクを評価して、自らコントロールする取組み
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Ⅱ．地方公共団体における監査制度
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○ 地方公共団体の監査は、監査委員による監査と外部監査人による外部監査の二つがある。

○ 地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であり、外部監査制度は地方公共団体の監査機能
の独立性と専門性を強化するために設けられたもの

監査委員監査 外部監査

監査の主体 監査委員 外部監査人

監査の対象 財務監査（定期、随時）、行政監査等 ○包括外部監査：外部監査人が決めた特定の事件の財務監査等
○個別外部監査：住民、長、議会からの要求監査

設置 必置 ○包括外部監査
都道府県・指定都市・中核市 ：義務付け
その他の市町村 ： 任意

○個別外部監査 ： 任意

定数 ①都道府県及び人口２５万以上の市 ４人
②その他の市町村 ２人
※条例で定数を増加できる
※議員選出の監査委員は①は２又は１人、②は１人

１人

選任資格 ①識見を有する者（当該団体ＯＢは１人まで）
②議員

識見を有する者であって以下に該当するもの

弁護士、公認会計士、税理士、国又は地方公共団体における一
定の行政実務経験者

※当該団体の職員、ＯＢは不可

選任方法 長が議会の同意を得て選任 長が監査委員の意見を聴き、議会の同意を得て契約

任期 ４年（再任可） １年（連続して３回まで）

補佐する体制 ○都道府県：事務局を必置
○市町村 ：事務局を任意設置

外部監査人補助者（監査委員と協議）

監査に期待され
る役割

長の事務執行における違法、不適当な事案の有無の指
摘、決算等の正確性の保証

監査委員による監査とは別の観点からの監査及び指摘

地方公共団体の監査制度について
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監査制度

住民監査請求

・住民訴訟

監査委員

外部監査
定数・選任等

職務権限等
都道府県 市 町村

識見・議選

の割合
ＯＢ制限

常勤

・非常勤

昭和２２年
(地方自治法
制定)

４人

（必置）

２人

(条例で任意)

２人

（条例で任意）

各同数 ・経営に係る事業の管理、出納その他の事

務の執行の監査

（定期監査、直接請求監査、所轄行政庁・

議会の要求による監査、随時監査、出納

の月例検査、出納の臨時検査）
・決算の審査

昭和２３年 条例で４人に

可能

・ 創設

（違法・不当な公金の支出

等に対する監査請求及び

訴訟）
昭和２５年 ・財政援助団体等（補助金等）の監査を追加

・出納職員の賠償責任の監査を追加

昭和２７年 人口１０万人以

上及び地方公営

企業を有する市

に限り条例で４人

に可能

識見委員は常勤

とすることができ

る

昭和３１年 ・長による要求監査を追加

・財政援助団体等（出資団体）の監査を

追加

昭和３８年 ３人又は２人

（必置）

※ただし人口25万以

上の市は４人(必

置)

２人又は１人

（必置）

・都道府県及び人

口25万以上の

市は議選２人

又は１人

・その他市町村は
議選１人

・広く財務事務一般を監査 ・拡充

住民監査請求：

（対象となる行為の主体

及び種類の明確化等）

住民訴訟：
（訴訟提起の要件の明確

化、訴訟類型の整理等）

昭和６１年 ・公有地信託の受託者の監査を追加

識見委員が２人

以上の場合､そ

のうち１人以上

はＯＢ（退職後5

年間）でない者

都道府県及び人

口25万以上の市

は識見委員のう

ち１人以上は常

勤

・行政監査の追加

・議会による機関委任事務の要求監査を

追加

・公の施設の管理受託者の監査を追加

平成３年

平成９年 ２人（必置） 識見委員が２人

以上の場合、そ

のうちＯＢは１人

以下

・ 創設

（一定の資格

を有する外部

の専門家によ

る監査を追
加）

平成１１年 ・機関委任事務の廃止に伴う監査範囲の

拡大

・主務大臣等による要求監査の廃止

平成１４年 ・ 拡充

住民訴訟：

（長個人を被告とする代位訴

訟から執行機関を被告とする

義務付け訴訟へ）平成１８年 ２人（必置）
※人口25万以上の市
は４人(必置)

・監査基準による監査の実施

（総務大臣は指針による助言）

・勧告制度の導入

・監査専門委員の任命を可能

・合議不調時の個別意見の公表

・創設
住民訴訟
（軽過失の場合の免責条例制
度の導入、住民監査請求後
の権利放棄議決する場合、監
査委員からの意見聴取

平成２９年

監査に関する制度改正の主な沿革

条例で識見委員の数を増加可能
議選監査委員

の選択制
条例導入団
体は条例で
頻度の制定

が可能

（事務局において作成）
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監査の種類 監査の契機 監査の目的 着眼点 類似機能

財務監査（定期）

（随時）

義務（年度１回）

任意

財務の事務執行が法令に則って適正に行われていることを担保 指摘型

保証型

合規性・３Ｅ 包括外部監査

行政監査（随時） 任意 事務執行が法令に則って適正に行われていることを担保 指摘型 合規性・３Ｅ 議会、行政評価

財援団体等監査 長の要求・任意 財政援助団体等の出納その他の事務で財政援助等に係るものが適

正に行われていることを担保

指摘型 合規性 長

指定金等監査 長の要求・任意 指定金等が扱う公金の収納・支払事務の適正さを担保 指摘型 合規性 会計管理者

決算審査 義務（年度１回） 会計管理者の調製した決算の正確性を担保 保証型 正確性

例月出納検査 義務（月１回） 会計管理者の現金の出納の正確性を担保 保証型 正確性

基金運用審査 義務（年度１回） 長の基金の運用の正確性を担保 保証型 正確性

健全化判断比率審査 義務（年度１回） 長の計算した健全化判断比率の正確性を担保 保証型 正確性 個別外部監査

直接請求監査 住民の請求 住民の請求により事務執行を監査し住民自治を保証 指摘型 合規性・３Ｅ 個別外部監査

住民監査請求 住民の請求 住民の請求により財務の事務執行を監査し住民自治を保証

住民訴訟の前置機能

指摘型 合規性 個別外部監査

長の要求監査 長の要求 長の要求により事務執行を監査し長に政策判断の材料を提供 指摘型 合規性・３Ｅ 個別外部監査

議会の請求監査 議会の請求 議会の請求により事務執行を監査し議会に政策判断の材料を提供 指摘型 合規性・３Ｅ 個別外部監査

職員賠償責任監査 長の要求 職員の賠償責任の有無及び額の決定 指摘型 合規性

内部統制評価報告書審
査（新設）

義務（年１回） 長が作成した内部統制評価報告書の適正さを担保 保証型 合規性・３Ｅ

賠償責任免除の意見
（新設）

議決があったとき 議会による権利放棄が行われる際の、当該議決の適正さを担保 保証型 合規性

監査委員による監査の種類と目的監査委員による監査の種類と目的
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監査委員が行う監査①監査委員が行う監査①

(1) 定期監査

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理

を監査する。（法１９９①）

監査委員は、毎会計年度少くとも一回以上期日を定めて財務監査をしなければならない。（法１９９④）

(2) 随時監査
監査委員は、必要があると認めるときは財務監査をすることができる。（法１９９⑤）

○ 監査の留意点
・ 監査委員は、財務監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普

通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨にのつとつてなされて
いるかどうかに、特に意を用いなければならない。（法１９９③）

【法第２条】
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙

げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正

化を図らなければならない。

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る

事業の管理を監査する。（法１９９①）

監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る

事業の管理を監査する。（法１９９①）

財務監査
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監査委員が行う監査②監査委員が行う監査②

○ 監査の留意点
監査委員は、行政監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当

該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理が第２条第１４項及び第１５項の規定の趣旨にのつとつて
なされているかどうかに、特に意を用いなければならない。（法１９９③）

【法第２条】
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を

求めてその規模の適正化を図らなければならない。

・ 当該普通地方公共団体の事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかにつ
いて、適時に監査を行わなければならない。（令１４０の６）

監査委員は、財務監査のほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行

について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、

政令で定める。（法１９９②）

監査委員は、財務監査のほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行

について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、

政令で定める。（法１９９②）

行政監査
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監査委員が行う監査③監査委員が行う監査③

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当

該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的

援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査すること

ができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共

団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有

する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規

定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。（自治法１９

９条⑦）

監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当

該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的

援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査すること

ができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共

団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有

する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第２４４条の２第３項の規

定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とする。（自治法１９

９条⑦）

財政援助団体等監査

○ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、

指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融機関が取り扱う当

該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。（法２３

５の２②）

○ 監査委員は、指定金融機関等の監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長

に提出しなければならない。（法２３５の２③）

○ 監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、

指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、収納事務取扱金融機関が取り扱う当

該普通地方公共団体の公金の収納又は支払の事務について監査することができる。（法２３

５の２②）

○ 監査委員は、指定金融機関等の監査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長

に提出しなければならない。（法２３５の２③）

指定金融機関等監査
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監査委員が行う監査④監査委員が行う監査④

○ 普通地方公共団体の長は、決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付

さなければならない。（法２３３②）

○ 普通地方公共団体の長は、監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通

常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。（法２３３③）

○ 普通地方公共団体の長は、決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付

さなければならない。（法２３３②）

○ 普通地方公共団体の長は、監査委員の審査に付した決算を監査委員の意見を付けて次の通

常予算を議する会議までに議会の認定に付さなければならない。（法２３３③）

決算審査

○ 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければな

らない。（法２３５の２①）

○ 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出し

なければならない。（法２３５の２③）

○ 普通地方公共団体の現金の出納は、毎月例日を定めて監査委員がこれを検査しなければな

らない。（法２３５の２①）

○ 監査委員は、例月出納検査の結果に関する報告を普通地方公共団体の議会及び長に提出し

なければならない。（法２３５の２③）

例月出納検査

○ 普通地方公共団体が特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に

おいては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、こ

れを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第２３３条第５項の書類と併せて議会に提

出しなければならない。（法２４１⑤）

○ 普通地方公共団体が特定の目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合に

おいては、普通地方公共団体の長は、毎会計年度、その運用の状況を示す書類を作成し、こ

れを監査委員の審査に付し、その意見を付けて、第２３３条第５項の書類と併せて議会に提

出しなければならない。（法２４１⑤）

基金の運用に係る審査
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○ 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付け

て当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならな

い。（健全化法３①）

○ 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を

受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足

比率を公表しなければならない。（健全化法２２①）

○ 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、

連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率（以下「健全化判断比率」という。）

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付け

て当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならな

い。（健全化法３①）

○ 公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、当該公営企業の前年度の決算の提出を

受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委

員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、当該資金不足

比率を公表しなければならない。（健全化法２２①）

健全化判断比率等に係る審査

監査委員が行う監査⑤監査委員が行う監査⑤
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監査委員が行う監査⑥監査委員が行う監査⑥

○ 監査委員は、直接請求による監査の請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するととも

に、請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを請求代表者に送付

し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員

会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。（法７５①,②,③）

○ 監査委員は、直接請求による監査の請求があったときは、直ちに請求の要旨を公表するととも

に、請求に係る事項につき監査し、監査の結果に関する報告を決定し、これを請求代表者に送付

し、かつ、公表するとともに、これを当該普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある教育

委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員

会その他法律に基づく委員会又は委員に提出しなければならない。（法７５①,②,③）

住民からの事務監査請求審査

○ 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当

該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若し

くは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又

は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認める

ときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若し

くは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通

地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することが

できる。（法２４２①）

○ 住民監査請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認め

るときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求

に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に

対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に

通知し、かつ、これを公表しなければならない。（法２４２④）

○ 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当

該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若し

くは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき、又

は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実があると認める

ときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若し

くは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通

地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することが

できる。（法２４２①）

○ 住民監査請求があつた場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認め

るときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求

に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に

対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に

通知し、かつ、これを公表しなければならない。（法２４２④）

住民監査請求による監査
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監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の

要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。（法１９９⑥）

監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の

要求があったときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。（法１９９⑥）

長からの要求監査

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に

関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第１９９条第

２項後段の規定を準用する。（法９８②）

議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、監査の結果に

関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第１９９条第

２項後段の規定を準用する。（法９８②）

議会からの請求監査

普通地方公共団体の長は、会計管理者等の予算執行職員が、支出負担行為等の財務会計上の行為

によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があ

るかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期

限を定めて賠償を命じなければならない。 （法２４３の２③）

普通地方公共団体の長は、会計管理者等の予算執行職員が、支出負担行為等の財務会計上の行為

によつて当該普通地方公共団体に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があ

るかどうかを監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求め、その決定に基づき、期

限を定めて賠償を命じなければならない。 （法２４３の２③）

長の要求による職員の賠償責任の監査

監査委員が行う監査⑦監査委員が行う監査⑦
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監査委員が行う監査⑧監査委員が行う監査⑧

都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長は、毎会計年度少なくとも一

回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制

について評価した報告書を作成しなければならない。（法１５０条④）

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。（法１５０⑤）

都道府県知事、指定都市の市長及び第二項の方針を定めた市町村長は、毎会計年度少なくとも一

回以上、総務省令で定めるところにより、第一項又は第二項の方針及びこれに基づき整備した体制

について評価した報告書を作成しなければならない。（法１５０条④）

都道府県知事等は、前項の報告書を監査委員の審査に付さなければならない。（法１５０⑤）

内部統制評価報告書審査

普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は

怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしよう

とするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。（法２４２⑩）

普通地方公共団体の議会は、第一項の規定による請求があつた後に、当該請求に係る行為又は

怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしよう

とするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。（法２４２⑩）

権利放棄議決に係る意見
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監査指針について

■ 平成29年の地方自治法改正により、監査制度に関して以下の内容を制度化

① 全地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、当該監査基準に従い監査を実施

② 総務大臣は、監査基準の策定（変更）について指針を示し、必要な助言を実施

〇改正後の地方自治法 抄
第百九十八条の三 監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準（法令

の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為（以下この項において「監査等」という。）の
適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。次条において同じ。）に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしな
ければならない。

② （略）

第百九十八条の四 監査基準は、監査委員が定めるものとする。
② 前項の規定による監査基準の策定は、監査委員の合議によるものとする。
③～④ （略）
⑤ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものと

する。

【参考】地方自治法等の一部を改正する法律の公布及び施行について（H29.6.9 総務大臣通知） 抄
第一 地方自治法の一部改正に関する事項
二 監査制度の充実強化
１ 監査基準に従った監査等の実施等

ア 監査委員は、監査基準（法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為（以下
「監査等」という。）の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。以下同じ。）に従い、監査等をしなければなら
ないものとされたこと。

エ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行う
ものとされたこと。

監査委員は、当該指針を踏まえて監査基準を策定又は変更されたいこと。また、既に自主的に監査の実施に関する基
準を定めている普通地方公共団体においては、当該基準がアの監査基準と同様の性質・内容であれば、当該基準をアの
監査基準として位置付けることも可能であるが、当該指針を踏まえ、必要な検討を行うことが求められること。

■ 各地方公共団体の監査委員は、総務大臣が定める指針（監査指針）を踏まえ、監査基準を策定（変
更）することとなる。 34



○監査事務局職員による監査
① 計算突合

合計額、差額等を自ら計算し、計算に誤りがないかどうかを点検
する。

② 帳簿、証拠書類等との突合
各種の帳簿と各種の証拠書類、伝票、会議録、契約書その他取
引に基づいて作成される書類等との突合、各種の帳簿相互間の
突合を行う。

③ 実査
現金、公有財産、物品等につき、みずから倉庫その他の保管場
所につき調査する。

④ 確認
契約の相手方等につき、事実を確認する。その方法としては、文
書による回答を求め、必要があれば出頭を求め、調査をし、帳簿、
書類その他の記録の提出を求める。

○監査委員による監査
⑤ 質問

責任者、事務担当者等に質問をし、説明を求め、場合によって
は書類による回答を求める。

① 内部統制体制を整備・運用することにより、財務監査において、これまで監査対象としていた部分
の一部について、監査を省力化することが可能となり、特定の部分に重点化して、より質の高い監査
を実施することが可能となるのではないか。

監査と内部統制の関係（イメージ）

＜監査の具体的方法（イメージ）＞

監査の手法

書面監査（※１） 実地監査（※２）

各課
共通
項目

各課
個別
項目

＜監査の範囲（イメージ）＞※財務監査の場合

監査を重点化する
ことが可能となる
部分

※１ 書面監査

監査を受ける側から提出される書類を審査することにより行う監査
（主に「監査の具体的方法（イメージ）」における①、②）

※２ 実地監査

直接監査を行う課等において質問し、帳簿書類等を検閲し、さらに
必要に応じて現場等に出向いて行う監査（主に「監査の具体的方法
（イメージ）」における②、③、④、⑤）

内部統制が効きやすく、監査を省力化す
ることが可能となる部分

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料
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（以下略）

監査対象

部署

○○局

○○課

監査実施

年月日

委 員 平成●年●月●日

事務局 平成●年●月●日

処理区分 指摘事項 事務区分 歳 出

指摘事項
委託事業について、①契約期間の終期である年度末までに事業が完
了していないにもかかわらず、年度末に完了検査を行い、当該年度予
算で委託料を支出しているもの、②履行確認の検査において、検査調
書の作成が行われていないもの、③見積書の日付が経費支出伺の起
票日より後になっているものがあった。

監査結果 指摘事項（例）

【現状】

○ 監査において指摘した事項に
ついて、直接指摘を受けた部局
しか受け止めていない。

○ 指摘を受けた部局以外におい
ても、同様の問題が起きるリス
クがあると考えられるが、当該
指摘を組織全体として十分に活
用できていない。

② 監査において一部の部局に指摘された事項を、全庁レベルで対応すべきリスクとして内部統制
体制に組み込むことで、組織全体での対応が容易になるのではないか。

＜監査結果の活用方法（イメージ）＞

【内部統制導入後】

○ 監査における指摘事項について、
直接指摘を受けた部局だけでなく、
全部局が当該指摘事項に対応。

出典：『地方公共団体における内部統制の整備・運用に関する検討会報告書（H26.2）』資料
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現状は、各監査
委員の裁量により

監査を実施

監査基準によ
る監査の実施

※監査基準は、
各地方公共団体
が策定し、国は
指針により助言

外部
監査人

監査委員事務局

包括外部監査

＜執行機関＞

現状は、以下の団体が
毎会計年度実施

①都道府県・指定都市・
中核市について、義務
付け。

②その他の市町村は条例
により任意に導入。

監査制度の充実強化のための見直しイメージ

各部局
会計
管理者

（識見監査委員） （議選監査委員）

議選監査委員の選択制

合議不調時の個別意見の公表

監査委員

監査専門委員の任命

勧告制度の導入

監査委員の合議により監査報告
を決定（全委員の意見を一致）

②については、
実施頻度を条例に定め
ることを可能

個別外部監査

選任

※太字は改正箇所

委員会

事務局

報告・意見の提出

（措置を講じた場合）
通知・公表

長

※その他、内部統制の導入により、監査の
対象・内容の重点化を図る
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